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報復のない企業風土づくり
懸念が提起された後は何が起きるのか 
私たちは報告された懸念を全て真剣に受け止めます。私たち
は、不正が疑われる全ての行為を調査して、法令や方針、手
順の違反が生じたかどうかを判断します。公正な調査を実施
している間は、告発者の正体を内密にすることに尽力します。
また、その調査に関連したデータの保護にも努力します。告
発者の匿名と調査の秘密を維持するために、その懸念につい
て同僚と話し合うことは控えてください。

上司またはその他のリソースに懸念を提起した場合、その人
から、適当な時間が経過した後にその問題についての調査ま
たは進捗状況を報告されます。具体的な内容を知らせること
はできませんが、その問題の性質によっては、上司がその件
に関して取られた措置の概要を教えてくれる可能性があり
ます。匿名のままでいることを選んだ場合、ケース番号が与
えられるので、その件の進捗状況をいつでも確認することが
できます。

報復
懸念を報告したL-3の社員は、相互の尊重に基づく生産性の
ある健全な職場を維持し、ステークホルダーを保護する上で
重要な役割を果たします。そのような同僚のおかげで、当社は
その問題が深刻な結果になる前に早期対応することが可能
になります。誰もが報復を恐れることなく懸念を提起できる
職場環境をつくることは、私たち一人ひとりの責任です。

不正行為についての懸念や質問を「誠意」を持って提起した
社員に対する報復は許されません。誠意を持つとは、正直で
正確な情報を提供することを誠実に試みたという意味で、後
にその情報が誤っていると判明しても同じです。私たちは、故
意に虚偽の非難をしたり、不適切に振舞った社員は誰であろ
うと罰するする権利を留保します。ただし、社員がある違反に
自分が関与したことを自主的に報告した場合、その人にふさ
わしい懲戒処分を決定する上で自主的な告白をしたことを考
慮に入れます。

私たちは、懸念を提起したという理由で社員を解雇、降格、或
いは差別することはしません。なお、職場の仲間は懸念を提
起した人を疎外しないことが重要です。その懸念を提起した
社員は、引き続き敬意を持って扱われなければなりません。
懸念を提起した社員に対しての扱いに何らかの変化（例え
ば、情報を共有しないなど）がある場合は、報復行為として解
釈されることがあります。

当社では、報復問題に対処するためのプロセスを制定しま
した。懸念を提起した後、報復行為を経験した人は誰でも上
司、倫理担当役員、または企業倫理担当役員にそのことを通
報してください。また、報復問題を相談するためにヘルプライ
ンを利用することもできます。
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私たちは、良き企業市民となることに専
心するとともに、当社が事業経営を行って
いる諸国そして地域社会の法令に従いま
す。私たちは、環境保全に関する責任を遂
行し、積極的かつ建設的な地域社会への
貢献を推進します。



short Flap attaches  
on this side score  
and fold



倫理要綱の承諾書
倫理綱領及び企業行動規範

私はL-3の倫理綱領及び企業行動規範、並びに
該当する場合は付録 (「倫理綱領」) を読みまし
た。私は倫理綱領を理解し、これに従うことに同
意します。倫理綱領の違反は懲戒処分の対象と
なることを了解しました。

氏名 (活字体で記入)

社員ID番号

署名

日付

L-3部署名又は外部組織名

Megenta rule 
indicates trim 
for flap - DOES 
NOT PRINT

Megenta rule indicates 
perforation on flap - 
DOES NOT PRINT



フリーダイヤルの倫理問題ヘルプライン  l  877-L3-CODE-9  l  倫理問題の報告 www.L3code.com 
(米国以外の場所では、AT&Tフリーダイヤルサービスの米国へのアクセス番号を使用してください。 
http://www.usa.att.com.traveler/index.jspからこのアクセス番号を取得してから、1-877-L3CODE-9をダイヤルしてください。)

 

CORPORATE ETHICS OFFICE (企業倫理管理室) l  電話 : 212-805-5656  l  メールアドレス : ETHICS@ L-3COM.COM 

住所 : 600 THIRD AVENUE  l  NEW YORK, NY 10016 Japan


